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別紙①

秋田県中央地区老人福祉総合エリア指定管理業務仕様書

秋田県中央地区老人福祉総合エリア（以下「エリア」という。）の指定管理者が行う業務の内容

及び範囲等は、この仕様書による。

１ 基本的な考え方

（１）秋田県中央地区老人福祉総合エリア条例（以下「条例」という。）に定めるエリアの目的

達成のために効果的な管理運営を行うこと。

（２）利用者が快適に施設を利用できるよう配慮すること。

（３）管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関

係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置

すること。

（４）（３）のための職員体制を保持し、職員の育成及び運営に必要な研修を実施すること。

２ 業務内容（細目的事項については、協議の上、別途協定で定めます）

（１）管理運営業務

① 事業計画書の作成

毎年度、管理運営に関する事業計画書を作成し、県に提出すること。

② 収支（予算）計画の作成、執行

毎年度、県がエリアの管理運営に係る予算を措置するために必要とする資料を作成する

こと。

また、その収支（予算）計画に基づき予算を執行すること。

③ 事業報告書の作成

ア 年次事業報告書

毎年度終了後速やかに、管理の業務の実施状況及び利用状況、収入実績、収支状況等

についての事業報告書を県に提出すること。

イ 月次報告書

利用状況等について毎月報告書を作成し、翌月１０日までに県に提出すること。

④ 人員配置計画の作成

毎年度、管理運営に係る人員配置計画書を作成し、県に提出すること。

⑤ 物品の維持管理

県の所有する物品について、秋田県財務規則及び関係法令に基づき適切に管理すること。

指定管理者が自ら購入し、所有する備品については、自ら管理規定等を作成し、適切に

管理すること。

⑥ 連絡調整業務

施設が円滑に運営されるよう、施設内テナント、隣接施設及び関係団体等との連絡調整

を行うこと。

⑦ 災害・事故発生時の対応

災害・事故等が発生した場合、緊急に必要な措置を行うとともに、速やかに報告書・資

料を作成し、県に報告し、その指示に従うこと。
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⑧ 指定期間終了後の引継ぎ業務

指定期間終了後、次期管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うこと。特に、施設の利用予約に関しては遺漏がないよう充分留意すること。

⑨ その他施設の管理運営に関する業務

ア 施設管理に必要な各種規定、要項等を作成すること。

イ 施設の防災、衛生及びその他安全管理に関する体制を整備すること。

ウ 各業務記録を整備し、保管すること。

エ その他、施設の管理運営に必要な業務を行うこと。

（２）施設設備の維持管理業務

① 各種報告書及び資料の作成

施設の防災、衛生及び安全管理に関する全般的事項の報告書及び資料を作成すること。

各業務の業務記録を取りまとめ、現場に保管すること。それぞれ必要に応じて県に提出

すること。

② 日常的管理業務

ア 日々の施設内点検を行い、修繕等、必要な処置を講じること。

イ 鍵の管理、出入口扉の開閉及び施錠管理を行うこと。

ウ エリア施設内の温度調整、衛生管理等、利用者が快適に施設利用できるよう努めるこ

と。

エ 浴室、プール内の状況を日々点検し、水質管理、温度調整及び衛生管理等に努め、問

題が生じた場合は、速やかな補修、改良、使用中止などの措置を講じ、利用者に対する

衛生的環境の保持に努めること。

オ 国旗等の掲揚

国旗等掲揚塔に国旗、県旗を掲げること。

③ 保守点検業務

施設及び附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のため、保守点検、水質検査等の

必要な処置を講じること。

④ 清掃業務

エリアの施設等について、良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適

な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。

⑤ 保安警備業務

エリアの防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安全安心に利用できる環境を確保

した保安警備業務を実施するとともに、防火管理者を設置すること。

⑥ 植栽管理業務

エリア内の植栽樹木及び芝生等の維持管理にあたっては、美観又は衛生において良好な

状態に保つため、施肥や薬剤散布、除草、潅水、刈込み、剪定などの必要な処置を講じる

こと。

⑦ 維持管理計画の作成

毎年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、調査等）を作成

し、県に提出すること。

なお、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を行い、

施設維持管理計画に反映させること。

⑧ その他の業務

その他、施設の維持管理に必要な業務を行うこと。
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（３）施設等利用許可業務

① 施設利用の受付及び許可（取消しを含む。）に関する業務

ア 施設利用の受付を行うこと。

イ 条例に定めるところに従い、施設の使用許可を行うこと。

ウ 使用許可にあたり、館内の利用状況を把握し、適切に対応すること。また施設利用の

適切な調整を行うこと。

エ 条例に定めるところに従い、施設の使用許可の取消し、使用の制限及び停止を行うこ

と。

オ 上記ア～エに掲げる業務の事務手続について、あらかじめ定めること。

② 利用料金の設定に関する業務

ア 条例で定める額の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を設定すること。

なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、施設の有効活用の観点及び収

支状況等を踏まえ、適切なものとすること。

イ 利用料金について、知事の承認を受けたときは、速やかに公表するとともに、変更す

る場合は、施設の利用許可をした利用者等に対しての説明や、新料金の施行に当たって

一定の周知期間を設けるなど、適切な対応を行うこと。

ウ 利用料金の減免を行うこと。なお、減免にかかる詳細については、秋田県と指定管理

者が締結する協定で定める。

エ 上記ア～ウに掲げる業務の事務手続について、あらかじめ定めること。

③ 利用料金の徴収に関する業務

ア 条例に定めるところに従い、施設の使用許可等にかかる利用料金を自己の収入として

徴収すること。

イ 利用料金の徴収方法等、事務手続について、あらかじめ定めること。

④ 案内業務

ア エリア内において利用者が円滑に利用ができるよう、利用案内に配慮すること。

イ 電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。

ウ 施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をする

こと。また、その内容を秋田県へ報告すること。

エ 利用者の安全かつ円滑な施設利用のため、利用方法、注意事項の充分な説明、指導、

助言を行うこと。

⑤ 事業評価業務

施設利用者の意見や要望を把握し、その内容を管理運営に反映させるための方法を講じ

ること。

（４）施設利用促進業務

① 宣伝広報

エリアのＰＲ及び情報提供のため、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布等を行

うこと。

ア ホームページの作成・更新

イ 施設案内パンフレットの作成・配布

ウ イベント情報の施設内掲示

エ 広報紙の作成・配布

② 各種自主事業等に関する業務

新規又は魅力的提案として提出した自主事業等の計画・実施に係る業務を行うこと。
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３ 開館時間

指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めた時間とする。

４ 休館日

毎週月曜日（月曜日が休日にあたる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でな

い日）。ただし、指定管理者があらかじめ知事の承認を得た場合、臨時の休館日を設け、又は、

休館日を変更することができる。

５ 経費等について

（１）予算の執行

別に定める予算に基づいて、適正に執行すること。

（２）精算及び事業報告

会計年度内に精算及び事業の報告を行うこと。

（３）経理規定

指定管理者は経理規定を策定し、経理事務を行うこと。

（４）立ち入り検査について

県は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行う。

６ 業務を実施するにあたっての注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。

ア 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利あるいは不利になる運営をしないこと。

イ エリア敷地に隣接する他の公立施設（特別養護老人ホーム等）と協力・連携して運営を行

うこと。

ウ 県が行政財産の使用許可を行うレストラン、売店等と協力・連携して運営を行うこと。

エ 指定管理者は施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成すること。

オ 指定管理者は施設の管理運営に係る業務について、一括して第三者に委託することはでき

ない。ただし、清掃、警備といった利用者への直接支援に関する業務を除く個別の具体的業

務を委託することは可能であり、この場合、事前に知事の承認を受けること。

カ 施設総括責任者（施設長等）を現場に置くこと。

キ 屋内温水プールに監視員等必要な人員を配置すること。

ク 別に定める予算について、財政の状況により金額が変更となる場合がある。

ケ 募集要項３に定める指定期間前に条例に基づき使用料を徴収して交付した休憩回数券及び

プール回数券のうち、未使用分については、募集要項３に定める指定期間においても額面ど

おりの利用料金を納付したものとして使用できるものとする。

なお、この場合、指定管理者が蒙る損失については、指定管理者が負担するものとする。

７ 協議

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は双方で協議し決定する。


